
◎社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年

金法等の一部を改正する等の法律 
（令和七年六月二〇日法律第七四号）   

一、 提案理由（令和七年五月二〇日・衆議院厚生労働委員会） 

○福岡国務大臣 ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能

強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由

及び内容の概要を御説明いたします。 

 我が国においては、健康寿命が延伸し、単身世帯や共働き世帯が増加するとともに、

高齢者や女性の就業の更なる進展や持続的な賃上げの継続が見込まれます。こうした社

会経済の変化を踏まえ、年金制度において、ライフスタイル等の多様化を反映し、働き

方に中立的な制度を構築するとともに、高齢者の生活の基盤の強化のための所得保障及

び再分配機能の強化を行うため、この法律案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、被用者保険の適用範囲を拡大するため、短時間労働者を適用すべき事業所の

企業規模要件を段階的に引き下げ、撤廃するとともに、賃金要件についても、最低賃金

の動向を見ながら撤廃します。また、既存の事業所に配慮しつつ、常時従業員を五人以

上使用する個人事業所に係る非適用業種を解消します。 

 第二に、在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と老齢厚生年金の合

計額の基準を六十二万円に引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 

 第三に、子のない二十代から五十代までの者に係る遺族厚生年金制度について、受給

要件等の男女差を解消し、併せて、所得等に応じた給付の継続等の配慮措置を設けます。 

 第四に、厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、七十五万円に段階的に引き上

げます。 

 第五に、個人型確定拠出年金の加入可能年齢を七十歳未満に引き上げます。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年四月一日としていま

す。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。 

二、 衆議院厚生労働委員長報告（令和七年五月三〇日） 

○藤丸敏君 ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化

のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案について、厚生労働委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、年金制度において、ライフスタイル等の多様化を反映し、働き方に中立的な

制度を構築するとともに、高齢者の生活の基盤の強化のための所得保障及び再分配機能

の強化を行うため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、被用者保険の適用範囲を拡大するため、短時間労働者への適用について、企



業規模要件及び賃金要件を撤廃し、また、常時従業員を五人以上使用する個人事業所に

係る非適用業種を原則として解消すること、 

 第二に、在職老齢年金制度について、支給停止が開始される基準を六十二万円に引き

上げること、 

 第三に、遺族厚生年金制度について、配慮措置を設けた上で、受給要件等の男女差を

解消すること、 

 第四に、厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、七十五万円に段階的に引き上

げること、 

 第五に、個人型確定拠出年金の加入可能年齢を七十歳未満に引き上げること 

等であります。 

 本案は、去る五月二十日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付

託されました。 

 本委員会におきましては、同日福岡厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、翌二十一

日から質疑に入り、二十七日には参考人から意見を聴取いたしました。 

 翌二十八日には、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属及び公明党の三会派

より、次期財政検証において、将来の基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に

は、基礎年金及び報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるた

めに必要な法制上の措置を講ずること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を

聴取し、同日から原案及び修正案を一括して質疑を行い、本日、石破内閣総理大臣に対

する質疑を行い、質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、国民民主党・無所属クラブより、短時間労働者の被用者保険の適用に係

る企業規模要件の早期撤廃等の検討規定を設けること等を内容とする修正案が、また、

日本共産党より、マクロ経済スライドによる調整を速やかに終了させるための検討規定

を設けることを内容とする修正案が提出され、両修正案について趣旨の説明を聴取いた

しました。 

 次いで、原案及び各修正案について討論、採決を行った結果、国民民主党・無所属ク

ラブ及び日本共産党提出の両修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、三会派共同

提出の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修

正議決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和七年五月二八日） 

○井坂委員 ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化

のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案につきまして、提出

者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 

 昨年の財政検証によれば、過去三十年の状況を投影した経済前提では、マクロ経済ス



ライドによる給付調整は、報酬比例部分は二〇二六年度に終了する一方、基礎年金は二

〇五七年度まで継続する見込みとされています。現行の仕組みのままでは、基礎年金の

み給付調整が続くことになり、基礎年金の給付水準が長期にわたって低下してしまいま

す。 

 基礎年金の給付水準の低下は、中低所得層ほど影響が大きく、今後、低年金により生

活に困窮する者の増加が懸念されるだけでなく、就職氷河期世代を含む現役世代や若者

の将来の基礎年金部分を含めた厚生年金の受給額の低下を招くものであります。 

 このため、二〇二九年に予定される次期財政検証において、将来の基礎年金の給付水

準が低下すると見込まれる場合には、将来世代の基礎年金の給付水準の向上を図るた

め、報酬比例部分のマクロ経済スライドを継続し、基礎年金と報酬比例部分の調整期間

を一致させ、公的年金全体として給付調整を早期に終了させる必要があります。 

 また、報酬比例部分の給付調整を二〇三〇年度以降も続けることで、この期間中に老

齢厚生年金を受給する者の年金水準が低下することになるため、この影響を緩和するた

めの措置を講ずる必要があります。 

 こうした認識の下、基礎年金の底上げを図るため、本修正案を提出いたしました。 

 次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。 

 第一に、政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初め

て作成される財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法に規定する調整期間の見通し

と厚生年金保険法に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制

度の所得再分配機能の低下により老齢基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に

は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準

の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三十四条

第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとし、この場

合において、給付と負担の均衡が取れた持続可能な公的年金制度の確立について検討を

行うものとする規定を追加すること。 

 第二に、政府は、この調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずる場

合において、老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなか

ったとしたならば支給されることとなる老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計

額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ず

るものとする規定を追加すること。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月三〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 企業規模要件の撤廃などの適用拡大に伴う経過措置として実施する、事業主が労使

折半を超えて社会保険料を負担し、労使折半を超えて負担した社会保険料を制度的に



支援する特例措置が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずること。とりわけ、この

特例措置が、事業主及び保険者に多大な事務負担を課すものとならないよう、システ

ム改修等を含めた事務負担の軽減に配慮すること。また、被用者保険の適用拡大によ

り保険料負担が増加する中小企業及び小規模企業者に対しては、政府が実施する各種

の支援措置の十分な周知に努めること。 

二 被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入することとなる標準報酬月額の比較

的低い短時間労働者の中には、国民年金の第一号被保険者から第二号被保険者になる

ことで社会保険料の被保険者負担が軽減する者がいることから、被用者保険制度内で

財源を賄うこととしている被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として行われる事業

主支援を一律に行うことは合理性に問題があるのではないかとの指摘があることを考

慮しつつ、第一号被保険者の中には、就業調整をすることで被用者保険の加入を回避

しようとする者や国民年金保険料の免除制度利用者など被用者保険に加入することに

伴い社会保険料負担が増加する者もいることなどを踏まえ、支援を受ける中小企業及

び小規模企業者の実務的な課題も整理しながら、支援の対象となる第二号被保険者の

範囲について整理すること。 

三 短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、企業規模要件の撤廃を待つこと

なく早期に任意の適用を進めるための方策について検討を加え、必要な措置を講ずる

よう努めること。また、国民健康保険制度の在り方等に留意するとともに、雇用保険

の加入要件が令和十年十月から週十時間以上になることなどを踏まえ、労働時間要件

の週十時間以上への引下げ等、更なる短時間労働者の被用者保険への適用拡大につい

て検討を加え、必要な措置を講ずること。 

四 子どもの権利やジェンダー平等の観点から社会通念上妥当性を欠くことのないよ

う、遺族年金制度の見直しを引き続き検討すること。 

五 障害年金の判定に際しては、障害年金の不支給が急増したとの報道を受けて六月に

公表される令和六年度における認定状況の実態把握のための調査結果を踏まえ、必要

な措置を講ずるとともに恣意的な判定がなされないように透明性を確保するための検

討を行い必要な措置を講ずること。併せて、「精神の障害に係る等級判定ガイドライ

ン」を踏まえ、就労継続支援Ｂ型事業所又は障害者雇用で働く者等について、就労し

ていても、その状況等を考慮し、二級などの可能性がないかを検討した上で等級を判

断すること。また、障害年金制度については、医学モデルのみならず社会モデルも踏

まえて、機能障害のみならず、日常生活の状況等を把握した上で障害等級の認定を行

うこと。 

六 障害厚生年金の支給要件について、過去に一定の厚生年金被保険者期間がある場合

に被保険者資格喪失後にある初診日であっても支給を認める「長期要件」や被保険者

資格喪失後の一定期間内にある初診日を認める「延長保護」などを検討し、必要な措

置を講ずること。また、多様な障害種別に配慮し、当事者や関係者の実情を踏まえ、



障害年金制度の見直しを進めること。 

七 低所得者及び中堅所得者の高齢期における所得の確保を図るための方策を検討し、

その結果に基づいて必要な措置を講ずること。また、高額所得による老齢基礎年金の

国庫負担相当分の支給停止について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずること。 

八 老齢基礎年金と老齢厚生年金の給付水準の調整を同時に終了するために必要な措置

及び当該措置により老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が減少する者への影響を緩

和するために必要な措置を講ずるに当たっては、その安定した財源を確保するための

方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

九 次期財政検証では、四十年を超えた厚生年金被保険者期間の基礎年金における取扱

いを含め、基礎年金の四十年から四十五年への拠出期間の延長について、その実施に

伴う安定した財源の確保も含めて検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずるこ

と。その他、次期年金制度改正に向けては、第三号被保険者制度の在り方、年金生活

者支援給付金等を含めた低年金者の支援の在り方といった課題についても、速やかに

検討を進めること。第三号被保険者制度については、国民的な議論に資するような実

情に関する調査研究を行うこととし、調査研究に当たっては、現行制度に関わる当事

者の意見を聴取するよう努めること。 

十 年金制度改革は五年に一度の財政検証後に遅滞なく行うことを検討すること。 

十一 次期財政検証に当たっては、今回の財政検証の前提は楽観的過ぎるとの指摘を踏

まえ、出生率、経済成長、女性の社会進出などについてより厳しい前提で検証を行

い、その結果を踏まえ必要な措置を検討するとともに、令和二年法改正時の附帯決議

で指摘があったように、全要素生産性上昇率や実質賃金上昇率の長期の前提について

足下の状況を踏まえ、現実的かつ多様な経済前提の下での結果を示すこと。 

十二 令和二年法改正時の附帯決議のうち、年金の繰下げ受給における加算等の不支給

及び負担の増加に関する国民へのわかりやすい周知、個人型確定拠出年金に係る中小

事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等の拡大等、複数の事業所で勤務する者で

労働時間等を合算すれば適用要件を満たす場合の被用者保険の適用等十分に実施でき

ていない事項が指摘されていることを踏まえ、今後更に必要な検討を加え必要な措置

を講ずるように努めること。 

十三 令和二年法改正による条文誤りがあり、厚生労働省が法律と実際の運用とに乖離

があることに気づきながら運用で対応していたことについては好ましくないことであ

り反省を求めるとともに、今後は厚生労働省において条文誤りがあると気づいたとき

には、同様の事態が生じないように早急に必要な措置を講ずること。 

十四 年金制度の基本的な仕組みや本法の趣旨及び内容について、国民へのわかりやす

い周知・広報を行うこと。 

三、 参議院厚生労働委員長報告（令和七年六月一三日） 



○柘植芳文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図るため、被用者保険

の適用拡大、在職老齢年金制度及び遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の引上げ、

個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講じようとするものであります。 

 なお、衆議院において、次期財政検証において、将来の基礎年金の給付水準の低下が

見込まれる場合には、基礎年金及び報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整を同

時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとすること等の規定を追加する

修正が行われました。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、基礎年金の給付水準を

底上げするための措置の趣旨、被用者保険の更なる適用拡大の必要性、第三号被保険者

制度の在り方、年金制度に関する分かりやすい情報発信の必要性等について、石破内閣

総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知を願い

ます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会を代表して猪瀬直樹委員より

反対、国民民主党・新緑風会を代表して田村まみ委員より反対、日本共産党を代表して

倉林明子委員より反対、れいわ新選組を代表して天畠大輔委員より反対の旨の意見がそ

れぞれ述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年六月一二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、企業規模要件の撤廃などの適用拡大に伴う経過措置として実施する、事業主が労使

折半を超えて社会保険料を負担し、労使折半を超えて負担した社会保険料を制度的に

支援する特例措置が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずること。とりわけ、この

特例措置が、事業主及び保険者に多大な事務負担を課すものとならないよう、システ

ム改修等を含めた事務負担の軽減に配慮すること。また、被用者保険の適用拡大によ

り保険料負担が増加する中小企業及び小規模企業者に対しては、政府が実施する各種

の支援措置の十分な周知に努めること。 

二、被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入することとなる標準報酬月額の比較

的低い短時間労働者の中には、国民年金の第一号被保険者から第二号被保険者になる

ことで社会保険料の被保険者負担が軽減する者がいることから、被用者保険制度内で

財源を賄うこととしている被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として行われる事業

主支援を一律に行うことは合理性に問題があるのではないかとの指摘があることを考



慮しつつ、第一号被保険者の中には、就業調整をすることで被用者保険の加入を回避

しようとする者や国民年金保険料の免除制度利用者など被用者保険に加入することに

伴い社会保険料負担が増加する者もいることなどを踏まえ、支援を受ける中小企業及

び小規模企業者の実務的な課題も整理しながら、支援の対象となる第二号被保険者の

範囲について整理すること。 

三、短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、企業規模要件の撤廃を待つこと

なく早期に任意の適用を進めるための方策について検討を加え、必要な措置を講ずる

よう努めること。また、国民健康保険制度の在り方等に留意するとともに、雇用保険

の加入要件が令和十年十月から週十時間以上になることなどを踏まえ、労働時間要件

の週十時間以上への引下げ等、更なる短時間労働者の被用者保険への適用拡大につい

て検討を加え、必要な措置を講ずること。 

四、遺族厚生年金の見直しについては、見直しの対象者や給付への影響等の具体的内容

に加えて、配慮が必要な者には有期給付の原則五年間の支給期間経過後に継続給付が

行われること等について、国民への分かりやすい周知・広報を行い、不安の解消に努

めること。 

五、子どもの権利やジェンダー平等の観点から社会通念上妥当性を欠くことのないよう、

遺族年金制度の見直しを引き続き検討すること。 

六、障害年金の判定に際しては、恣意的な判定がなされないように透明性を確保するた

めの検討を行い必要な措置を講ずること。併せて、「精神の障害に係る等級判定ガイ

ドライン」を踏まえ、就労継続支援Ｂ型事業所又は障害者雇用で働く者等について、

就労していても、その状況等を考慮し、二級などの可能性がないかを検討した上で等

級を判断すること。また、障害年金制度については、医学モデルのみならず社会モデ

ルも踏まえて、機能障害のみならず、日常生活の状況等を把握した上で障害等級の認

定を行うこと。 

七、低所得者及び中堅所得者の高齢期における所得の確保を図るための方策を検討し、

その結果に基づいて必要な措置を講ずること。また、高額所得による老齢基礎年金の

国庫負担相当分の支給停止について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずること。 

八、老齢基礎年金と老齢厚生年金の給付水準の調整を同時に終了するために必要な措置

及び当該措置により老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が減少する者への影響を緩

和するために必要な措置を講ずるに当たっては、その安定した財源を確保するための

方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

九、次期財政検証では、四十年を超えた厚生年金被保険者期間の基礎年金における取扱

いを含め、基礎年金の四十年から四十五年への拠出期間の延長について、その実施に

伴う安定した財源の確保も含めて速やかに検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講

ずること。 



十、第三号被保険者制度の在り方の見直しについては、国民的な議論に資するような実

情に関する調査研究を行うこととし、調査研究に当たっては、現行制度に関わる当事

者の意見を聴取するよう努めること。 

十一、年金制度改革は五年に一度の財政検証後に遅滞なく行うことを検討すること。 

十二、次期財政検証に当たっては、今回の財政検証の前提は楽観的過ぎるとの指摘を踏

まえ、出生率、経済成長、女性の社会進出などについてより厳しい前提で検証を行い、

その結果を踏まえ必要な措置を検討するとともに、令和二年法改正時の附帯決議で指

摘があったように、全要素生産性上昇率や実質賃金上昇率の長期の前提について足下

の状況を踏まえ、現実的かつ多様な経済前提の下での結果を示すこと。 

十三、次期年金制度改正に向けては、年金制度が国民生活に深く関わるものであるとい

う認識の下、広く国民的な議論を喚起するような進め方について工夫すること。 

十四、年金制度の基本的な仕組みや本法の趣旨及び内容について、国民への分かりやす

い周知・広報を行うとともに、学校教育段階での年金制度を含むワークルール教育の

推進について取組の強化を行うこと。 

十五、日本国内にある約百八十か国・地域の外国公館（大使館・領事館など）で働く日

本採用の労働者の多くが長年にわたって被用者保険に加入していない状況を踏まえ、

被用者保険の適用について、本件に係る昭和三十年厚生省通知の見直しや、被用者保

険を強制適用にすることも含めて検討し、その結果に基づき、関係省庁等との調整を

行った上で速やかに必要な措置を講ずること。 

 右決議する。 

 


